
 

指定管理者の管理運営に対する評価シート 

 

所管課 保健福祉局健康医療部地域医療課 

評価対象期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

１ 指定概要 
 

施設概要 

名  称 北九州市立門司病院 
施設類型 

目的・機

能 

Ⅰ ― ⑦ 

所 在 地 門司区南本町３番１号 

設置目的 
市民の健康保持に必要な医療を提供する。 

「北九州市病院事業の設置に関する条例 第１条」 

利用料金制 

非利用料金制 ・ 一部利用料金制 ・ 完全利用料金制 

インセンティブ制 有・無 ペナルティ制  有・無 

指定管理者 

名  称 医療法人茜会 

所 在 地 山口県下関市上新地町一丁目５番２号 

指定管理業務の内容 

※ 指定管理の業務内容を明確に記入してください。 

１ 診療等に関する業務 

 入院診療、外来診療等の門司病院が提供する医療及び医療関連

行為並びに関係事務 

２ 施設の管理に関する業務 

① 施設及び設備の維持管理業務 

② 物品（医療用機器、什器備品類等）の管理業務 

３ 手数料の徴収に関する業務 

 証明書料等の手数料の徴収 

４ その他管理運営に関する業務 

① 災害時の対応及び市民の健康危機への対応 

② 新型インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症及びその

他新感染症発生時の対応 他 

指定期間 平成３１年４月１日～令和１１年３月３１日 

多段階評価 

様式１ 



２ 評価結果 
 

評価項目及び評価のポイント 配点 
評価 

レベル 
得点 

１ 施設の設置目的の達成（有効性の向上）に関する取組み ５０  ３３ 

 （１）施設の設置目的の達成 

３５ ３ ２１ 

  ① 計画に則って施設の管理運営（指定管理業務）が適切に行

われたか。また、施設を最大限活用して、施設の設置目的に

沿った成果を得られているか（目標を達成できたか）。 
  ② 利用促進を目的としている施設の場合、施設の利用者の増

加や利便性を高めるための取り組みがなされ、その効果があ

ったか。 
  ③ 複数の施設を一括して管理する場合、施設間の有機的な連

携が図られ、その効果が得られているか。 
  ④ 施設の設置目的に応じた効果的な営業・広報活動がなされ、

その効果があったか。 
 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

≪外来≫ 

・延患者数は減少傾向にありＲ６年度においても、前年度比減（目標未達成）となった。 

≪入院≫ 

・延患者数・病床利用率について、一般病床・地域包括ケア病床・結核病床が前年度比増

の一方で、回復期リハ病床は前年度比減となった結果、全体の入院延患者数は、前年

度比2.8％の増（目標達成）となった。 

・なお、政策医療である市内唯一の結核病床については、医薬品の進化、結核病床にお

けるリハビリの強化やＭＳＷ(※)の介入により、結核病床での入院日数が短縮傾向に

あり、病床利用率は近年低水準にあるものの、Ｒ６年度当初の外国人留学生の受診者

増加等の影響でＲ６年度の病床利用率は32.7％（前年度比1.1ポイント増）となって

いる。 
※ＭＳＷ（Medical Social Worker 医療ソーシャルワーカー）･･･患者やその家族のさまざまな相談に乗り、問題の 
解決を図るために医療機関等との調整や連係を行う。 

【患者数等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

≪その他≫ 

・地域医療連携室を中心として、紹介率や逆紹介率の向上に向け、地域の医療・福祉機

関等との連携に取り組んでいる。 

・回復期リハビリテーション病床において、３６５日のリハビリ提供体制を整え運営す

るとともに、訪問・通所リハビリテーションにおいて、退院後も継続的なリハビリ提

供を行うことで、安定した在宅生活の継続へ寄与しており、評価できる。 

・児童発達支援事業所は、地域の医療機関等を訪問する中で拾い上げたニーズに対し、

リハビリテーション等に係るノウハウを活かし、指定管理者の発案によりＲ３年度に

開所した。延利用者数は、Ｒ５年度の 2,098 人からＲ６年度は 2,336 人へ増加してお

り、地域の未就学の障害児への支援に寄与している点は高く評価できる。 

・Ｈ29年度より開始した在宅患者訪問診療については、介護施設入所者を中心に実施し、

着実に患者数を伸ばしている（延患者数：Ｒ元年度232人→Ｒ６年度973人）。 

 

 （２）利用者の満足度 

１５ ４ １２ 

  ① 利用者アンケート等の結果、施設利用者の満足が得られて

いると言えるか。 
  ② 利用者の意見を把握し、それらを反映させる取組みがなさ

れたか。 
  ③ 利用者からの苦情に対する対応が十分に行われたか。 
  ④ 利用者への情報提供が十分になされたか。 
  ⑤ その他サービスの質を維持・向上するための具体的な取組

みがなされ、その効果があったか。 
 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

① ・各項目を通して、「非常に満足＋満足」の割合は高水準、「不満＋非常に不満」の割 

合は低水準で推移しており、効果的な取組みがなされていることがうかがえる。 

② ・患者やその家族の目に触れやすいところに「ご意見箱」を設置し、積極的に患者等 

の意見を収集。回答を院内に掲示し患者等と良好なコミュニケーションを図り、迅 

速に医療に反映できるよう努めている。 

・入院病棟では、Ｒ2年度より、看護方式をチームナーシング・受け持ち制に変更する 

とともに、多職種との連携を図りながらチーム医療を推進している。患者や患者家 

族から聞き取りを行い、治療に加えＱＯＬ（生活の質）の向上に取り組んでいる。 

③ ・相談や苦情等について早期収集と解決に努めるため、患者相談窓口に相談担当者を 

専任で配置している点は評価できる。 

④ ・インフォームドコンセントについて、法令尊守に基づいたマニュアルを整備し、全 

ての患者及び家族に対して実施している。 

⑤ ・接遇に関してマニュアルを作成し、職員へ周知している。 

 

 

 



【アンケート結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 効率性の向上等に関する取組み ３０  ２６ 

 （１）経費の低減等 

２０ ４ １６ 

  ① 施設の管理運営（指定管理業務）に関し、経費を効率的に

低減するための十分な取り組みがなされ、その効果があった

か。 
  ② 清掃、警備、設備の保守点検などの業務について指定管理

者から再委託が行われた場合、それらが適切な水準で行われ、

経費が最小限となるよう工夫がなされたか。 
  ③ 経費の効果的・効率的な執行がなされたか。 
 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

・労務単価上昇に伴う委託料の増加や光熱費等物価高騰の影響は大きいものの、光熱水

費削減に向けた職員への啓発や、委託内容・項目の見直しなどに継続的に取り組んだ

結果、医業費用は前年度比減となり、概ね目標値達成となった。 

・なお、医業費用（目標・実績）が選定時目標比増となっているのは、指定管理者の負

担で電子カルテシステムの導入や医療機器の更新等を行ったことによるもので、費用

増になったものの業務の効率化や医療提供体制の強化等が図られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （２）収入の増加 
１０ ５ １０   ① 収入を増加するための具体的な取り組みがなされ、その効

果があったか。 
 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

・入院収入・外来収入とも前年度比増となった。特に入院収入に関しては前年度比４千

６百万円の増収となっている。 

・対目標値に関しては、外来は目標未達ではあるものの、入院外来を合わせて目標値を

約２千万円上回っていることは高く評価できる。 

・結核病床の病床利用率が32.7％で、その性質上、利用率の向上は期待できないほか、

医薬品の進化、結核病床におけるリハビリの強化やＭＳＷの介入により入院日数が短

縮傾向にあることから収支改善は難しいため、評価に加味しない。 

・Ｒ３年度に開所した児童発達支援事業所について、令和６年度の収入は前年度比約３

百万円増となり、収益確保に貢献している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・労務単価の上昇に伴う委託料の増加や光熱費の高騰などの厳しい経営環境に加え、Ｒ

５年度の施設基準要件不適合による診療報酬の返還金22,533千円を計上する中、年度

純損失を5,290千円に抑えた点は高く評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組み ２０  １２ 

 （１）施設の管理運営（指定管理業務）の実施状況 

１０ ３ ６ 

  ① 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員の配置が合

理的であったか。 
  ② 職員の資質・能力向上を図る取り組みがなされたか（管理

コストの水準、研修内容など）。 
  ③ 地域や関係団体等との連携や協働が図られたか。 
 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

① ・医療スタッフの確保に努め、医療提供体制を維持する人員を確保している。 

【人員配置状況】（主な職、常勤換算、令和7年3月31日時点） 

医師：15名、看護師：66名、准看護師：7名、ケアキャスト(介護福祉士等)24名、 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床心理士：60名 

 

② ・職員の資質・能力向上のため、職種別や階層別の研修を積極的に行っている。 

【研修参加状況】 

院内研修：６２回、延参加人数：２，６７４人 

院外研修： ―回、延参加人数：    ―    人 

（院外研修は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため自粛） 

 

③ ・地域住民向け講座等は、地域に開かれ親しまれる病院運営に努めるため、今後も継 

続実施の方向である。 

【地域住民向け講座開催等（過去の実施内容）】 

健康セミナー、出張講座、介護従事者等研修会、地域交流会等 

 

・看護実習生を受け入れ、専門職の養成に寄与している。 

【看護実習生受入状況】 

３校 ４９人 

 

・地域医療連携室を中心として地域の医療・福祉機関等への訪問活動などに取り組 

み、地域との連携強化、情報の共有化、紹介患者・逆紹介患者の増加に努めており、

紹介率は28.2%（前年度比3.4ポイント増）となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （２）平等利用、安全対策、危機管理体制など 

１０ ３ ６ 

  ① 施設の利用者の個人情報を保護するための対策が適切に実

施されているか。 
  ② 利用者を限定しない施設の場合、利用者が平等に利用でき

るよう配慮されていたか。 
  ③ 利用者が限定される施設の場合、利用者の選定が公平で適

切に行われていたか。 
  ④ 施設の管理運営（指定管理業務）に係る収支の内容に不適

切な点はないか。 
  ⑤ 日常の事故防止などの安全対策が適切に実施されていた

か。 
  ⑥ 防犯、防災対策などの危機管理体制が適切であったか。 
  ⑦ 事故発生時や非常災害時の対応などが適切であったか。 
 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

① ・「個人情報の保護に関する法律」等の関係法令に基づき、個人情報保護規定を設け、 
これに基づき管理体制を構築している。 

 
② ・医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）を4名配置し、入院時・退院時等において利用 

者が平等にサービスの提供を受けられるようきめ細やかな対応に努めている。 

 
④ ・経理等事務処理に係るモニタリングを実施した結果、経理書類等は適切に整備・管 

理されていた。 
 

⑤ ・医療安全管理委員会や院内感染対策委員会など、医療安全関連の各委員会を定期的 
（月１回）に開催し、情報共有を図っている。 
・医療安全管理室を中心に、アクシデント・インシデントレポートの分析、医療事故 

発生時のマニュアルの整備、職員への周知徹底を行っている。 

・連絡体制や再発防止策など医療事故等の発生に備えた体制づくりが図られている。 

 
⑥ ・火災発生等緊急事態に備えたマニュアル整備や院内体制づくりが図られている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



【総合評価】 

合計得点 ７１ 評価ランク Ｂ 

［評価の理由］ 

・北九州地域唯一の結核医療の拠点病院として、機能している。 

・回復期リハビリテーション病床、訪問・通所リハビリテーションを運営し、リハビリ提

供体制の強化に取り組んでいる。 

・地域医療連携室を中心として、紹介率や逆紹介率の向上に向け、地域の医療・福祉機関

等との連携に取り組んでいる。 

・Ｒ３年度に開所した児童発達支援事業所について、事業継続を図るとともに、延利用者・

収入とも年々増加しており令和６年度も前年度比増となっている。収益の確保のみなら

ず、地域の未就学の障害児への支援に寄与している点は高く評価できる。 

・労務単価の上昇や物価高騰等による委託料や光熱費等の増加の影響を受ける中、収支改

善への取組みを行い、当年度は特別損失の計上により純損失となったものの、経常収支

では約20,000千円の黒字となったことは高く評価できる。 

・アンケート結果では利用者の満足度は高く、各取組みにより地域の拠点病院としての責

務を果たすべく努めていることがうかがわれる。 

・病院経営にあっては、委託料や光熱費等の増加による影響や医師・看護師等の不足、人

口減少等に伴う医療需要の変化等厳しい状況にある中で、機動的な組織体制を構築し、

財政面においても収支改善に取り組むことで、地域に必要な医療を安定的に提供してい

る点を評価した。 

 

［今後の対応］ 

・引き続き、市と指定管理者が協同し、よりよい市民サービスの提供を図りながら、政策

医療である結核医療を中心に地域に必要な医療を提供していくことが望まれる。 

 

 
［北九州市指定管理の評価に関する検討会議における意見］ 

 
 
 
 
 

 

  



【評価レベル】 

評価 

レベル 
乗 率  評価レベルの考え方 

５ １００％ 良 い 要求水準を大幅に上回り、特に優れた管理運営がなされている 

４ ８０％  要求水準を上回り、優れた管理運営がなされている 

３ ６０％ 普 通 要求水準を満たしており、適正に管理運営がなされている 

２ ４０％  要求水準を下回る管理運営がなされている 

１ ２０％  要求水準を大幅に下回る管理運営がなされている 

０ ０％ 適切でない 不適切な管理運営がなされている 

 

【総合評価】 

Ａ：総合評価の結果、優れていると認められる 

 （合計得点が８０点以上） 

Ｂ：総合評価の結果、やや優れていると認められる 

 （合計得点が７０点以上８０点未満） 

Ｃ：総合評価の結果、適正であると認められる 

 （合計得点が６０点以上７０点未満） 

Ｄ：総合評価の結果、努力が必要であると認められる 

 （合計得点が５０点以上６０点未満） 

    Ｅ：総合評価の結果、かなりの努力が必要であると認められる 

      （合計得点が５０点未満） 
 


